






































 

③ ３ヶ月後の改善が認められない場合 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

○ 平成 18 年 6 月 20 日 【身体拘束の記録を行っていなかった】 

 

 

  ○ 平成 18 年 10 月 18 日 【実地指導】 

 

 

 

  ○ 平成 18 年 10 月 25 日 【改善計画の提出】 

 

 

 

     身体拘束廃止未実施減算適用 

（平成 18 年 11 月～平成 19 年 1月） 

 

 

  ○ 平成 19 年 1 月 25 日 【改善確認（改善が認められない)】 

 

 

 

     身体拘束廃止未実施減算適用 

（平成 19 年 2月～） 

 
 
  ○ 平成 19 年 2 月 25 日 【改善再確認（改善が認められた)】 

18 年 

4 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

19 年 

10 月 18 日 

実地指導により

事実が生じた 

10 月 25 日 

改善計画提出 
身体拘束廃止未実施減算適用 

介護報酬請求期間（4ヶ月） 

改善計画提出後最低３か月間は減算する 

1 月 25 日 

改善確認 

6 月 20 日から 

記録を行っていなかった 

2 月 25 日 

改善再確認 

改善が認められる月まで引き続き減算 

平成18年6月20日から記録を行っていなか

ったことを発見 




